
令和７年５月号

二戸労働基準監督署ニュース

１ 職場における熱中症対策が強化されます！！

本紙に関する問合せは二戸労働基準監督署（TEL0195-23-4131）まで。

改正条文（参考）

（熱中症を生ずるおそれのある作業）
安衛則第６１２条の２ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等
熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事す
る者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じ
た疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告を
させる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなけれ
ばならない。

２ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそ
れのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、
身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の
症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、
当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知
させなければならない。



労働災害発生
状況コメント
・製造業におい
ては４件
（40％）減少と
大幅に減少して
おります。
・建設業につい
ても４件
（50％）減少と
大幅に減少して
おります。
・道路貨物運送
業についても４
件（66.7％）減
少と大幅に減少
しております。
・合計件数でも
９件（20.5％）
減少と大幅に減
少しております。
・しかしながら、
林業については、
昨年（令和６
年）災害件数が
大幅に増加した
まま、令和７年
においてもすで
に６件の災害が
発生しており危
機的な状況にあ
ります。
・引き続き「熱
中症対策」及び
「高年齢労働者
の安全と健康確
保のためのガイ
ドライン（エイ
ジフレンドリー
ガイドライ
ン）」等も踏ま
えた、積極的な
安全対策の取組
をお願いいたし
ます。

２ 令和７年１月～４月末の労働災害状況（速報値）

本紙に関する問合せは二戸労働基準監督署（TEL0195-23-4131）まで。


